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は

ジ
ェ
ー
ム
ズ
． 

し

が

き

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
公
債
論

「
革
命
」
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
る
に
房
わ
し
く
過
去
の
正

戒 （
其
の
一
）

|

イ

ギ

リ

ス

公

債

論

史

研

究

の

一
九
三

0
年
代
の
大
不
況
を
契
機
と
し
て
顕
在
化
し
た
資
本
主
義
の
構
造
的
変
化
は
、
従
来
の
調
和
論
的
な
経
済
学
が
既
に
家
中
の

白
骨
と
化
し
た
こ
と
を
証
明
し
た
。
即
ち
、
旧
き
理
論
の
前
提
と
な
つ
て
い
た
経
済
の
自
動
調
節
機
能
は
失
わ
れ
、
体
制
的
な
矛
盾
の

表
現
と
し
て
の
生
産
資
源
の
ア
ン
エ
ン
プ
ロ
イ
メ
ン
ト
と
い
う
新
し
い
事
態
が
発
生
し
、

(
1
7
2
3
 |
'
9
0
)
~
-

来
の
自
由
主
義
経
済
学
は
解
体
の
浮
目
を
み
た
の
で
あ
る
。

か
か
る
体
制
的
危
機
の
省
観
か
ら
生
れ
で
た
も
の
が
、
周
知
の
ご
と
く
、

統
派
経
済
学
と
鋭
く
断
絶
す
る
と
こ
ろ
の
、
ケ
イ
ン
ズ
の
一
般
理
論
で
あ
っ
た
。
財
政
学
の
分
野
に
お
け
る
ケ
イ
ン
ズ
革
命
の
意
義

は
、
「
或
る
水
準
に
於
け
る
経
済
的
均
衡
を
形
成
す
る
内
部
的
要
因
」
と
し
て
の
財
政
の
役
割
を
明
ら
か
に
し
た
点
に
あ
る
と
云
わ
れ

(

1

)

 

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
財
政
を
資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
経
済
均
衡
の
外
部
的
・
攪
乱
的
要
因
と
み
な
し
て
き
た
旧
き
財
政
理
論
と

比
べ
著
し
く
対
賦
的
で
あ
る
。
財
政
理
論
に
み
ら
れ
る
こ
の
様
な
急
激
な
転
回
は
、
と
り
わ
け
新
し
い
財
政
理
論
ー
フ
ィ
ス
カ
ル
・
ポ

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
公
債
論
（
戒
田
）

こ
こ
に
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス

田

一
鮪
ー
—

郁

五
A
d
a
m
 Smith 

夫、
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し、

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
公
債
論
（
戒
田
）

リ
シ
ー
の
理
論
の
中
核
を
な
す
と
こ
ろ
の
公
債
論
に
お
い
て
最
も
顕
著
で
あ
る
。

―
つ
は
現
在
わ
れ
わ
れ
が
当

旧
き
財
政
論
で
は
、
公
債
を
財
政
資
金
調
達
の
手
段
と
み
る
見
解
が
支
配
的
で
あ
っ
た
が
、
新
し
い
理
論
は
、
こ
れ
を
「
公
共
政
策

(

2

)

 

の
道
具
」
と
定
義
し
た
。
即
ち
、
前
者
が
「
収
入
目
的
」
に
強
勢
を
置
い
て
居
た
の
に
対
し
て
、
後
者
は
「
公
共
政
策
目
的
」
を
強
調

す
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
認
識
の
差
異
は
当
然
二
つ
の
異
な
っ
た
ク
イ
プ
の
公
債
論
を
形
成
す
る
。

展
過
程
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
し
な
い
」
所
謂
静
態
的
公
債
論
、
他
は
公
債
を
「
経
済
の
波
動
と
結
び
つ
け
て
理
解
せ
ん
と
す
る
」
動

(

3

)

 

態
的
公
債
論
が
そ
れ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
公
債
論
史
を
紐
ど
く
に
あ
た
っ
て
吾
々
の
知
る
こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
租
税
至
上
論
内
至

租
税
主
義
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
い
て
は
公
債
至
上
論
内
至
公
債
主
義
の
学
説
が
支
配
的
で
あ
っ
た
と
い
う
事
で
あ
る
。
そ
し
て

両
者
の
代
表
的
論
者
と
し
て
、
一
方
で
は
イ
ギ
リ
ス
の
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
、
ま
た
他
方
で
は
ド
イ
ツ
の
カ
ー
ル
・
デ
ィ
ー
ツ
ェ
ル

Carl

(

4

)

 

A
u唇
st
Diezel (
1
8
2
9
ー
岳
）
が
し
ば
し
ば
対
置
さ
れ
て
来
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
者
は
時
代
と
国
、
し
た
が
．
っ
て
ま
た
そ
の
社
会

的
経
済
的
諸
条
件
を
異
に
し
て
居
る
が
た
め
に
、
彼
ら
の
較
比
ー
そ
れ
ら
の
理
論
内
至
思
想
の
懸
隔
性
を
顕
示
す
る
と
い
う
点
に
お

い
て
は
正
当
で
あ
る
け
れ
ど
も
ー
ー
が
、
公
債
思
想
の
本
質
を
刷
扶
す
る
ま
で
に
は
到
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た

め
に
は
、
同
一
の
諸
条
件
の
下
で
生
存
し
た
論
者
の
理
論
内
至
思
想
が
較
量
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ス
ミ
ス
と
ほ
ぽ
同
時
代
に
活
躍

一
度
は
彼
の
影
の
前
に
全
く
消
え
失
せ
た
が
、
近
時
学
史
の
上
に
お
い
て
蘇
生
せ
し
め
ら
れ
た
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト

James S
t
e
u
a
r
t
 (
1
7
1
3
ー
'
8
0
)

が
そ
の
人
で
あ
る
。

さ
て
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
様
に
、
過
去
の
思
想
家
に
接
近
す
る
場
合
、
次
の
二
つ
の
方
法
が
あ
る
。

面
し
て
い
る
問
題
に
対
し
て
、

そ
の
思
想
家
が
如
何
な
る
見
解
を
抱
い
て
い
た
か
を
考
究
す
る
、
他
は
彼
の
生
き
て
い
た
時
代
に
提
起

―
つ
は
公
債
を
「
経
済
の
内
的
発

六
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さ
れ
て
居
た
主
要
な
問
題
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
す
る
方
法
が
こ
れ
で
あ
る
。
勿
論
、

一七

こ
れ
ら
の
接
近
方
法
は
共
に
連
関
性
を
有

つ
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
主
と
し
て
前
者
の
方
法
に
よ
っ
て
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
に
接
近
し
た
の
が
、
戦
後
海
外
に
お
け
る
ス
テ
ュ
ア
ー

ト
研
究
の
第
一
人
者
た
る
、

セ
ン

S.R.

Sen
と
ス
テ
ッ
ト
ナ
ー

W.
F. Stettner
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
稿
は
第
二
の

視
点
か
ら
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
公
債
思
想
に
接
近
し
、
そ
れ
を
浮
彫
す
べ
く
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
先
ず
初
め
に
、
十
八
世
紀

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
公
債
の
発
展
を
素
描
し
な
が
ら
、
当
時
の
公
債
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
、
次
い
で
そ
の
様
な
諸
問
題
に
対
し

て
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
が
如
何
な
る
解
答
を
与
え
て
い
る
か
を
考
察
し
、
第
三
節
で
は
彼
を
フ
ィ
ス
カ
ル
・
ポ
リ
シ
ー
の
理
論
と
し
て
の
公

債
論
の
先
駆
者
と
み
る
、
か
の
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
研
究
者
達
、
と
り
わ
け
セ
ン
の
所
論
を
取
り
挙
げ
、
主
と
し
て
そ
の
方
法
論
を
狙
上
に

の
せ
、
最
後
に
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
公
債
論
の
意
義
と
限
界
に
つ
い
て
若
干
触
れ
る
積
り
で
あ
る
。

註

(
1
)
高
木
寿
一
『
近
代
国
家
財
政
の
理
論
』
（
塵
応
通
信
）
昭
和
二
九
年
、
一
四

0
頁。

(

2

)

 

H
a
n
s
e
n
,
 A.H., 
Fiscal Policy 
a
n
d
 B
u
s
i
n
e
s
s
 Cycles• 

1914. 都
留
重
人
訳
『
ハ
ン
セ
ン
財
政
政
策
と
景
気
循
環
』
（
日
本
評
論
新
社
）

昭
和
二
九
年
、
一
九
一
頁
。

(

3

)

永
田
清
『
財
政
学
の
展
開
』
（
日
本
評
論
社
）
昭
和
十
七
年
、
四
五
五
頁
。

静
態
的
公
債
の
典
型
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
、
リ
カ
ー
ド
、
・
セ
イ
等
の
所
謂
公
債
消
費
説
と
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
カ
ー

ル
・
デ
ィ
ー
ツ
ェ
ル
、
ア
ド
ル
フ
・
ワ
グ
ナ
ー
、
ロ
レ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
ツ
ュ
タ
イ
ン
の
公
債
生
産
説
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
然
し
な
が

ら
、
周
知
の
ご
と
く
両
者
の
見
解
は
全
く
対
峙
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
前
者
が
公
債
を
経
済
の
阻
碍
要
因
と
み
る
の
に
対
し
、
後
者
は
こ

れ
を
非
物
質
的
資
本
の
生
産
に
役
立
つ
も
の
と
み
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
相
対
立
す
る
二
つ
の
説
を
静
態
論
の
名
の
も
と
に
総
括
す
る
所
以

は
、
「
両
者
が
経
済
か
ら
遊
離
し
た
立
湯
に
お
け
る
作
用
を
問
題
と
す
る
点
に
お
い
て
」
通
有
し
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。
（
四
七
五
ー
六
頁
）

(

4

)

花
戸
龍
蔵
博
士
『
公
債
乎
租
税
乎
』
（
神
戸
直
等
商
業
学
校
商
業
研
究
所
）
・
昭
和
二
年
。

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
公
債
論
（
戒
田
）



S98 .. 
世
紀
を
通
じ
数
次
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
戦
い
が
そ
れ
で
あ
る
。

Seely 

紀
に
わ
た
っ
て
戦
争
が
行
わ
れ
た
。
十
六
世
紀
に
は
ス
ペ
イ
ン
、
十
七
世
紀
に
は
オ
ラ
ン
ダ
を
撃
破
し
、

幕
を
あ
げ
た
十
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
国
家
的
課
題
は
、
植
民
帝
国
を
確
立
し
世
界
の
経
済
的
覇
権
を
完
全
に
掌
握
す
る
こ
と
に
あ
っ
た

当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
お
い
て
は
、
十
六
世
紀
に
旧
世
界
と
新
大
陸
の
大
半
を
制
覇
し
て
い
た
ス
ペ
イ
ン
植
民
帝
国
の
解
体
に
よ
っ

て
醸
成
さ
れ
た
一
種
の
「
真
空
状
態
」
に
乗
じ
て
自
国
の
経
済
領
域
の
拡
充
を
め
ざ
し
、
大
陸
の
諸
国
家
は
互
に
鏑
を
削
っ
て
居
た
。

(

1

)

 

就
中
「
官
僚
的
軍
事
的
中
央
集
権
国
家
」
た
る
フ
ラ
ン
ス
の
帝
国
主
義
的
発
展
は
目
覚
し
く
、
最
も
強
大
な
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
イ
ギ
リ

ス
の
行
く
手
に
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
フ
ラ
ン
ス
と
の
戦
い
が
、
十
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
主
要
な
対
外
的
課

題
で
あ
っ
た
。
か
く
て
イ
ギ
リ
ス
は
、

プ
ル
グ
同
盟
の
戦
い
庄
e
W
a
r
 of L
e
a
g
u
e
 of 
A
u
g
s
b
u
r
g
 (1
6
8
9
 |、
9
7
)

を
端
緒
と
し
て
、

Spanish Succession (
1
7
0
2
ー、
1
3
)

、

争

the
S
e
v
e
n
 Y
e
a
r
s
 W
a
r
 (1
7
5
6

ー、
6
3
)

、

紀
未
に
始
ま
り
殆
ん
ど
二
十
三
年
間
に
わ
た
っ
て
闘
わ
れ
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争

the
Napoleonic W
a
r
s
 (1
7
9
3
-
1
8
1
6
)

等
々
、
・
十
八

こ
の
争
覇
は
結
局
、

が
い
み
じ
く
も
「
第
二
次
百
年
戦
争
」
と
呼
称
し
た
よ
う
に
、
殆
ん
ど
全
世

フ
ラ
ン
ス
と
熾
烈
な
植
民
地
獲
得
の
火
花
を
散
ら
す
の
で
あ
る
が
、
十
七
世
紀
未
の
ア
ウ
グ
ス

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
継
承
戦
争

the
W
a
r
 of 
Austrian Succession (
1
7
3
9

ー
•

4
8
)

、
七
年
戦

十
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
は
、
史
家
シ
ー
リ
イ

ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争

the
W
a
r
 of 
I
n
d
e
p
e
n
d
e
n
c
e
 (
1
7
7
5

ー、
8
3
)

お
よ
び
十
八
世

一
七
六
三
年
の
。
ハ
リ
条
約
に
よ
っ
て
一
応
イ
ギ
リ
ス
の
勝
利
に
帰
し
、
こ
こ
に
旧
植
民
地
体
制
ー
第
一
帝
国
の

(

2

)

(

3

)

 

確
立
を
み
る
の
で
あ
る
が
、
名
誉
革
命
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
「
新
制
度
の
核
心
」
と
云
わ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
の
近
代
公
債
は
、
こ
の
様

一
、
十
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
公
債
思
想
展
開
の
脊
景

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
公
債
論
（
戒
田
）

ス
ペ
イ
ン
継
承
戦
争
庄
e
W
a
r
 of 

一
六
八
八
年
の
名
誉
革
命
で

八
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ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
公
債
論
（
戒
田
）

①

国

債

の

累

積

．

＿九

ス
ペ
イ
ン
継
承
戦
争
の
終
っ
た
翌
年
の
一
七
一
四
年
に
は
約

一
六
九
二
年
に
対
仏
戦
争
の
戦
費
調
達
の
目
的
で
発
行
さ
れ
た
総

(

4

)

 

額
百
万
ポ
ン
ド
の
ト
ン
テ
ィ
ン
式
年
金
公
債
を
も
つ
て
嘴
矢
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
国
債
は
、
戦
争
の
た
び
毎
に
累
増
の
一
途
を
辿
っ
て

昭
和
十
八
年
、

註
(

1

)

M
o
r
t
o
n
,
 A.L•• 

A
 People's H
i
s
t
o
r
y
 o
f
 E
n
g
l
a
n
d
.
 L
o
n
d
o
n
,
 3rd. 
imp., 
1
9
5
6
 ̀

 
p.292. 

(

2

)

旧
植
民
地
制
の
確
立
過
程
に
関
し
て
は
、
矢
口
考
次
郎
博
士
『
イ
ギ
リ
ス
帝
国
主
義
史
論
』
（
甲
文
堂
）

看
せ
よ
。

(
3
)
 Clark, 
G
e
o
r
g
e
 Sir., 
T
h
e
 
W
e
a
l
t
h
 o
f
 E
n
g
l
a
n
d
 f
r
o
m
 1
4
9
6
 to 
1
7
6
0
.
 L
o
n
d
o
n
,
 
1954. 
p. 
_179. 

(

4

)

 
H
a
r
g
r
e
a
v
e
s
,
 E.L., 
T
h
e
 N
a
t
i
o
n
a
l
 Debt. L
o
n
d
o
n
,
 1930. 
p
p
.
5
 |
 6. 

な
お
イ
ギ
リ
ス
の
国
債
の
濫
態
に
就
て
は
、
長
谷
田
泰
三
「
英
国
に
於
け
る
国
債
の
発
生
過
程
」
〔
『
英
国
財
政
史
研
究
』
（
勁
草
書
房
）
昭
和

二
六
年
、
所
収
〕
を
参
看
せ
よ
0

一
六
九
七
年
に
総
額
約
千
四
百
五
十
万
ポ
ン
ド
で
あ
っ
た
国
債
は
、

三
千
六
百
万
ポ
ン
ド
、

第
二
、
三
章
を
参

そ
し
て

A
i
x
l
a
 
C
h
a
p
e
l
l
e

平
和
条
約
の
締
結
さ
れ
た
一
七
四
八
年
に
は
約
七
千
六
百
万
ポ
ン
ド
に
達
し
、

累
積
額
に
お
い
て
も
、
ま
た
戦
時
の
起
債
額
に
お
い
て
も
十
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
公
債
史
上
に
一
時
期
を
劃
し
た
と
こ
ろ
の
七
年
戦
争
の

終
結
し
た
一
七
六
三
年
に
は
一
億
三
千
二
百
万
ポ
ン
ド
と
こ
れ
迄
よ
り
も
一
桁
多
い
数
字
を
記
し
た
。
更
に
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ル
条
約
の
調

(

1

)

 

印
さ
れ
た
翌
年
の
一
七
八
四
年
に
は
二
億
四
千
百
万
ボ
ン
ド
に
も
上
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
十
八
世
紀
全
体
を
通
じ
て
み
る
と
き
、

「
長
期
趨
勢
を
軸
と
し
て
お
こ
る
比
較
的
短
期
の
波
動
を
無
視
す
る
な
ら
ば
、
：
f
:
英
国
の
公
債
は
ほ
ぼ
コ
ン
ス
タ
ン
ト
な
増
加
率
を

(

2

)

 

も
っ
て
膨
脹
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
」

行
っ
た
。

な
植
民
地
獲
得
戦
争
と
歩
み
を
共
に
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、

.' 
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(I)物価指数の変動

(18世紀）

1700-1 

1735-6 

1761ー 2

1782-3 

1792ー 3

1799-1800 

注

100 

81 

90 

113 

117 

168 

(A)イギリス公債の歴史

的趣勢(1698-1815)

百万佑4
•QOOO, 

1.000 

Elizabeth B. Schumpeter, 

"English Prices and Pub.lie 

Finance, 1660ー 1822,"Rev. 

of Econ. Statistics, Feb., 

1938. 

ハンセン前掲書139頁所収。

て
如
何
に
深
刻
な
問
題
で
あ
っ
た
か
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
公
債
論
（
戒
田
）

と
こ
ろ
で
国
債
の
累
積
額
は
、
同
時
に
負
担
の
程
度
を
表
わ
す
指
標
と
な
る
。
右
の
数
字
は
、

そ
の
間
の
国
民
所
得
の
増
加
や
人
口

の
増
加
、
お
よ
び
物
価
の
動
き
を
捨
象
し
た
と
こ
ろ
の
名
目
上
の
増
大
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
次
に
こ
れ
を
物
価
指
数
で
除
し
た

所
謂
国
債
累
積
実
質
額
の
趨
勢
を
見
て
み
よ
う
。
イ
ギ
リ
ス
の
物
価
史
の
権
威
ギ
ル
ボ
イ
博
士

Dr.
Gillboy
の
研
究
に
よ
れ
ば
、

...:.... 

七
0
0
—
一
年
を
基
準
年
と
す
る
穀
物
を
除
く
消
費
者
財
価
格
の
指
数
は
（
表
I
I
)の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
物
価
指
数
は
十
八
世

紀
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
物
価
の
著
し
い
安
定
性
を
実
証
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
七
九
九
ー
一
八

0
0年
の
指
数
較
差
を
別
と
す
れ
ば
、

(

3

)

 

物
価
の
変
動
は
比
較
的
小
さ
く
、
貨
幣
価
値
に
激
し
い
変
動
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
当
時
に
於
て
は
、
国
債
の
実
質
額
も
大
体

(

4

)

 

そ
れ
の
名
目
額
の
増
減
に
比
例
し
て
い
た
と
云
っ
て
差
し
さ
わ
り
な
か
で
あ
ろ
う
。
更
に
国
民
所
得
に
対
す
る
国
債
の
比
率
〔
表
（
直
）
〕

に
お
い
て
も
、
世
紀
の
半
ば
か
ら
極
め
て
大
き
な
数
を
示
し
て
居
る
が
、

こ
の
事
は
、
国
債
の
累
増
が
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
国
民
に
と
っ

四
〇
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註
(

1

)

H
a
r
g
r
e
a
v
e
s
,
 ibid•• 

p
.
1
3
4
 
&
 p
.
 

2
9
1
.
 

(II) 国債実質額の推移 （単位百万ポンド）

(

2

)

ハ
ン
セ
ン
、
前
掲
書
一
四

0
頁。．

(

3

)

 

A
s
h
t
o
n
,
 T.S., 
A
n
 E
c
o
n
o
m
i
c
 H
i
s
t
o
r
y
 o
f
 E
n
g
l
a
n
d
:
 T
h
e
 1
8
t
h
 Century. L
o
n
d
o
n
,
 1
9
5
5
.
 
p
.
1
9
9
.
 

ジェームズ・ステュアートの公債論（戒田）

年9 I A国債額 IB物価指数 I A/B 

1702 12.8 100 12.8 

1739 46.4 81 57.3 

1763 13 .1 90 146.8 

1781 187.8 113 166.2 

1793 244. 7 . 117 209.1 

1802 523.2 168 311.4 

(][) イギリスの国民所得推計 (18世紀）

1 推定（百人万口） I 国民所得 I 1人当りの国
年 （百万ポンド）民所得（ポンド）

1713ー '21 7.0 49.9 

1744 8.0 64.0 8.or9(c) 

1750 10.0 100.0 10. 

1770 122.0 

1798 125. 0(a) 

1799 11.0 211:0 20. 
（スコットランドを含む）

1799ー 1800 11.0 243.0(b) 22. 
（スコットランド 含む）

注

(a) 労働所得を除外 (b) 15ポンド以下の所得を除外

(C) 9ポンドは人口の過大評価を是正して算出された数

Studenski, Pau:I., . The Income of Nations, Washington 
Square, 1958. p. 51の表から抽出。

但し 1750年の数字は、 Hooke,Andrew., An Essay on the 
National Debt TJnd National Capital, 1750. —如oted by 
Hargreaves, op. cit., pp. 78ー 79.

(IV) 国債額と国民所得との比率

四

I A~ 定公債 IB国民所得 I
年 （百 ポンド）（百万ポンド） A/B (%) 

1714 

I 
27.8 49.9 55.7 

1748 69.8 100.0 69.8 

1765 128.3 122.0 105 

1798 406.8 125.0 325.4 

1802 435.1 243.0 、179

注 Aの数字は Hargreaves,ibid., pp. ~O fn. & 53. 109. から引用

. - ---___ :__ 
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ギ
ル
ポ
イ
博
士
の
手
に
な
る
物
価
指
数
は
、

H
消
費
者
財
口
穀
類
を
除
い
た
消
費
者
財
、
日
多
く
の
生
産
者
財
、
こ
の
三
つ
の
ツ
リ
ー
ズ
で

表
わ
さ
れ
て
居
り
、
こ
の
点
他
の
研
究
者
に
よ
る
と
こ
ろ
の
物
価
指
数
に
比
し
て
す
ぐ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
欠
陥
は
数
字
が
大
部
分
公
的
機
関

の
記
録
か
ら
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
特
定
年
次
の
市
湯
価
格
の
変
動
を
顕
示
し
な
い
と
云
う
点
に
あ
る
。
「
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ

ら
の
指
数
は
趨
勢
を
示
す
に
は
役
立
つ
。
」

(
I
b
i
d
•
•

p
.
1
9
7
.
)
 

な
お
（
表

I
)
で
は
右
の
第
二
の
指
数
の
み
を
掲
示
し
た
が
、
そ
れ
ら
三
つ
も
の
の
動
き
は
大
体
一
致
し
て
居
る
。

(

4

)

第
皿
表
に
掲
げ
た
十
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
国
民
所
得
推
計
は
、
当
時
の
著
述
家
た
ち
ー
ー
'l.cattew
Decker, A
u
t
h
u
r
 Y
o
u
n
g
,
 Pulltney, 

W
i
l
l
i
a
m
 Pitt, 
H
e
n
r
y
 B
e
e
k
e
,
 B
e
n
j
a
m
i
n
 Bell
等
々
|
ー
の
論
著
か
ら
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
周
知
の
ご
と
く
、
国
民
所
得
推
計
は

最
初
十
七
世
紀
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
当
時
か
の
図
に
生
じ
た
危
機
の
産
物
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
十

七
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
、
内
に
は
市
民
戦
争
と
そ
れ
に
基
ず
く
政
治
形
態
の
不
安
定
、
外
で
は
強
敵
オ
ラ
ン
ダ
と
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
絶
え

ざ
る
攻
撃
に
脅
や
か
さ
れ
て
い
た
。
•
こ
の
様
な
内
外
の
試
練
に
耐
え
て
王
国
が
生
き
の
び
る
た
め
に
は
国
の
資
源
や
能
力
の
測
定
が
必
要
と
せ

ら
れ
、
こ
の
要
請
に
答
え
た
の
が
、

W
i
l
l
i
a
m
P
e
t
t
y
と

G
r
e
g
o
r
y
K
i
n
g
で
あ
る
。
か
く
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
は
国
民
所
得
推
計
の
祖
国
た
る

栄
誉
を
担
う
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
輝
し
き
門
出
も
十
八
世
紀
初
期
に
お
け
る
国
内
の
安
寧
と
国
際
的
な
緊
張
の
相
対
的
緩
和

に
よ
っ
て
頓
座
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
十
八
世
紀
の
最
初
の
七
十
年
間
を
通
じ
て
、
か
の
国
で
現
わ
れ
た
国
民
所
得
推
計
は
僅
か
三
つ
だ

け
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
接
近
方
法
や
デ
ー
タ
ー
に
関
し
て
注
目
す
べ
き
点
が
見
当
ら
ず
、
た
だ
先
学
の
ペ
テ
ィ
や
キ
ン
グ
の

数
字
の
投
影
に
し
か
過
ぎ
な
か
っ
た
。
然
る
に
十
八
世
紀
の
終
り
に
近
ず
く
に
つ
れ
、
極
め
て
多
く
の
新
し
い
諸
要
因
|
|
．
産
業
革
命
の
勃

発
、
ア
メ
リ
カ
植
民
地
の
喪
失
、
革
命
的
な
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
社
会
秩
序
へ
の
桃
戦
、
そ
し
て
最
後
に
ナ
ポ
＞
オ
ン
戦
争
の
勃
発

ー
が
生
起
し
、
王
国
は
再
び
危
機
の
時
代
を
む
か
え
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
撹
乱
的
な
圧
力
の
も
と
で
、
国
民
所
得
推
計
と
政
治
算
術

Political 
Arithmetic. ,¥l
対
す
る
興
味
は
生
き
が
え
っ
た
。
そ
し
て
、

A
r
t
h
u
r
Young-'t'John 
Sinclair
の
さ
ま
ざ
ま
な
精
励
を
通
し
て

イ
ギ
リ
ス
の
統
計
学
に
可
成
り
の
改
善
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
十
八
世
紀
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
国
民
所
得
推
計
は
紀
末
に
近
ず
く

に
つ
れ
、
正
確
さ
を
帯
び
て
来
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
十
七
世
紀
の
七
六
年
に
七
ポ
ン
ド
で
あ
っ
た
一
人
当
り
の
国
民
所
得
は
、
一
七

0
0
年
に
八
ボ
ン
ド
、
四
四
年
に
は
約
九
ポ
ン

ド
、
そ
し
て
一
七
九
九
年
に
は
二

0
ポ
ン
ド
に
ま
で
増
加
し
た
が
、
こ
の
最
後
の
年
の
数
字
は
一
部
分
十
八
世
紀
末
に
生
じ
た
異
常
な
物
価
騰

貴
を
反
映
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
世
紀
に
お
け
る
国
民
所
得
の
顕
著
な
増
加
は
、
産
業
革
命
に
よ
っ
て
産
業
と
商
業
に
比
類
な
き
往
ど
急
速

四



603 

十
八
世
紀
に
国
債
の
累
増
を
み
た
の
は
、
主
と
し
て
相
つ
い
で
起
っ
た
戦
争
の
た
め
で
あ
っ
て
、
近
時
の
よ
う
に
公
共
事
業
の
経
費

を
支
弁
す
る
た
め
に
起
債
さ
れ
た
結
果
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
。

「
公
共
投
資
と
い
う
観
念
は
、

(

1

)

 

気
の
下
で
は
、
縁
の
な
い
危
険
な
も
の
を
考
え
ら
れ
て
受
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。

国
債
の
累
増
と
戦
争
と
の
間
に
は
成
程
、
因
果
関
係
が
存
す
る
け
れ
ど
も
、
戦
争
自
身
が
直
ち
に
国
債
の
累
積
の
直
接
的
誘
因
で
あ

み
ら
れ
た
が
、

る
と
は
云
え
な
い
。
そ
れ
の
決
定
的
な
誘
因
は
、
戦
費
の
著
し
い
膨
脹
で
あ
る
。
戦
費
の
膨
脹
は
、
周
知
の
如
く
、
軍
事
技
術
の
変
革

に
起
因
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
ク
ロ
ム
ウ
ェ
ル

C
r
o
m
~
e
l
l

時
代
以
降
、
火
器
の
改
良
を
契
機
と
し
て
軍
事
技
術
に
著
し
い
改
革
が

(

2

)

．
 

か

ね

そ
の
結
果
戦
争
は
以
前
よ
り
も
一
層
貨
幣
の
か
か
る
も
の
と
な
っ
た
。
例
え
ば
、
十
六
世
紀
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
治
政

期
(
1
5
5
8
|
 1
6
0
3
)

に
支
出
さ
れ
た
戦
費
総
額
は
五
百
万
ポ
ン
ド
で
あ
っ
た
が
、
十
七
世
紀
末
の
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
同
盟
の
戦
い
で
は
約

(

3

)

 

三
・
六
倍
の
千
八
百
万
ポ
ン
ド
の
戦
費
が
費
消
さ
れ
た
。
更
に
十
八
世
紀
を
通
じ
て
闘
わ
れ
た
五
度
の
戦
争
で
支
出
さ
れ
た
戦
費
総
額

は
、
相
対
的
に
も
絶
対
的
に
も
増
~
し
た
。
加
え
て
同
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
は
、
各
戦
争
の
間
に
介
在
し
た
平
和
も
次
の
戦
争
の
準
備
期

た
る
域
を
で
ず
、
戦
争
が
む
し
ろ
ノ
ー
マ
ル
で
あ
る
と
さ
え
人
々
に
意
識
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
。

こ
の
様
な
事
情
の
下
で
は
、
当
然
国
家
は
つ
ね
に
増
加
の
傾
向
を
辿
る
戦
費
を
調
達
す
べ
き
財
源
の
拮
出
に
苦
渋
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
租
税
制
度
が
い
ま
だ
整
わ
ず
、
徴
税
技
術
の
未
熟
で
あ
っ
た
と
は
云
え
、

く
、
課
税
し
得
る
も
の
は
悉
く
課
税
さ
れ
た
状
態
の
現
出
し
た
時
期
に
お
い
て
、
速
や
か
に
巨
額
の
戦
費
を
調
達
す
る
た
め
に
は
い
き

お
い
国
債
の
発
行
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
表
(

V

)

に
み
ら
れ
る
通
り
、
同
世
紀
に
お
け
る
戦
争
の
そ
れ
ぞ
れ
要
し

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
公
債
論
（
戒
田
）

②

．

戦

争

公

債

な
成
長
の
見
ら
れ
た
後
半
に
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。

四一

ス
ペ
イ
ン
継
承
戦
争
で
早
く
も
無
課
税
品
は
殆
ん
ど
な

(Studenski• 

op. 
cit., 
p
p
.
2
6
ー
5
1
.
)

こ
の
時
代
の
政
治
的
・
社
会
的
雰
囲
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ア
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二
の
そ
れ
で
あ
る
。

(V) +八世紀イギリスの戦費および戦時における起債額と

平和期における償還•利子年金額 （単位千ポンド）

I A B I C I(~ 羞A)
戦費公債元金9孟；打 ） 

スペイ 0ン2ー継'13承)戦争
50,500 35,750 2,040 70 

(17 

（平 和 期） 4,190 1,338 

ォートリヤ継,48承)戦争 43,000 31,339 2,012 73 
(1739-

（乎 和 期） 4,961 480 

七
(1年756-'6戦3) 

争 82,500 64,533 2,241 78 

（平 和 期） 10,281 380 

アメリカー独'83立)戦争 97,000 121,267 4,980 125 
(1775 

（平 和 期） 5,732 149 

ナポレオン）戦争 831,000 622,000 74 
(1793ー1816

注 戦費に関しては、 Buxton,S., Finance・and Politics ; An 
Historical St吟 1783-1885.Vol. ]I. (in 2 vols) 

London, 1888, 202 fn. その他は、 Hirst, F.W., The 

Credit of Nations. Washington, 1910. p. 19の表より引用

作成。

た
戦
費
と
起
債
額
と
の
割
合
が
七

0
彩
以
上
で
あ
る
と

註

(

1

)

矢
口
孝
次
郎
監
修
、
荒
井
政
浩
・
天
川
潤
次
郎
訳

『

W
・
コ
ー
ト
イ
ギ
リ
ス
近
代
経
済
史
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ

ァ
書
房
）
昭
和
三
十
二
年
、
九
七
頁
。

(
2
)
 Morton, op. 
cit. 
｀
 
p. 2
9
3
.
 

(
3
)
 I
b
i
d
.
,
 
p
.
2
9
6
,
 

国
債
の
構
成
と
保
有

と
こ
ろ
で
碩
学
バ
ス
ク
ー
プ
ル

C
.
F
.
B
a
s
t
a
b
l
e
,
 

は
、
十
八
世
紀
前
半
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
国
債
史
の
特

徴
と
し
て
、
日
戦
時
に
増
加
し
た
国
債
を
平
和
時
に
償
還
す
る
政
策
が
と
ら
れ
た
こ
と
、
は
長
期
確
定
公
債

f
u
n
d
e
d
d
e
b
t

が
除
々

.

(

1

)

 

に
導
入
さ
れ
た
こ
と
、
此
の
二
つ
の
点
を
挙
げ
て
居
る
が
、
第
一
の
特
徴
は
後
の
項
目
に
譲
る
と
し
て
、
こ
こ
で
取
挙
げ
る
べ
き
は
第

接
な
連
関
を
も
っ
て
い
る
。

入
方
法
な
ら
び
に
国
債
の
性
格
に
お
け
る
諸
変
化
と
密

消
化
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
国
家
の
借

そ
れ
で
は
こ
の
様
な
巨
額
の
国
債
は
、
如
何
に
し
て

(3) 

証
拠
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

H
う
こ
と
は
、
当
時
の
戦
費
の
国
債
依
存
度
の
大
な
る

四
四
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ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
公
債
論
（
戒
田
）

特
権
会
社
の
創
設
に
よ
っ
て
借
入
れ
を
お
こ
な
う
方
策
は
、

四
五

一
六
九
八
年
の
新
東
印
度
会
社

T
h
e
N
e
w
 East Indian C
o
m
p
a
n
y
 

「
一
七

0
0年
に
は
、
公
債
は
主
と
し
て
す
み
や
か
に
若
く
は
短
期
間
の
い
ず
れ
か
で

short period of time~ 

~
 と
な
る
流
動
公
債
か
ら
成
っ
て
居
っ
た
が
、
一
七
一
四
年
ま
で
に
は
確
定
公
債
が
支
配
的
と
な
り
、

(

6

)

 

そ
の
う
ち
大
部
分
は
、
少
く
と
も
形
式
上
、
無
期
お
よ
び
有
期
・
p
e
r
p
e
t
u
a
l
a
n
d
 r
e
d
e
e
m
a
b
l
e
の
も
の
で
あ
っ
た
」
。
こ
の
様
に

either 
i
m
m
e
d
i
a
t
e
l
y
 
or 
within 
a
 

ベ
政
府
に
と
り
極
め
て
有
利
で
あ
っ
た
の
で
、

周
知
の
ご
と
く
、
ア
ウ
グ
ス
プ
ル
グ
同
盟
の
戦
い
の
時
期
に
発
行
さ
れ
た
ト
ン
テ
ィ
ン
式
年
金
公
債
（
一
六
九
二
）
を
も
っ
て
国
債

(

2

)

 

の
濫
瘍
と
み
る
説
は
、
国
債
の
要
件
を
議
会
の
承
認
と
債
務
の
永
続
性

quality
of p
e
r
m
a
n
e
n
c
e
の
二
点
に
求
め
た
も
の
で
あ
る

が
、
と
り
わ
け
後
者
の
”
永
続
性
“
と
い
う
こ
と
が
一
六
九
二
年
以
前
の
公
債
と
そ
れ
以
後
の
も
の
と
を
区
別
す
る
主
要
な
要
因
を
な

一
六
九
二
年
以
前
の
公
債
は
a

議
会
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
特
定
の
租
税
収
入
を
担
保
と
し
、
償
還
期
間
の

短
い
（
主
と
し
て
一
年
、
長
く
て
精
々
四
ー
五
年
）
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
王
室
収
入
の
先
取
り

(

3

)

．
 

of the C
r
o
w
n

の
域
を
出
ず
、
そ
の
主
要
な
手
段
は
割
符

Tally
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
対
仏
戦
争
の
経
費
を
支
弁
す
べ
く
一

(

4

)

 

六
九
二
年
に
発
行
さ
れ
た
ト
ン
テ
ィ
ン
式
年
金
公
債
は
債
務
期
間
が
長
く
、
そ
の
起
債
お
よ
び
元
利
支
払
財
源
は
議
会
に
よ
っ
て
承
認

さ
れ
保
証
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
様
に
し
て
長
期
公
債
は
イ
ギ
リ
ス
の
国
債
史
の
中
に
初
め
て
姿
を
み
せ
た
の
で
あ
る
。

「
政
府
の
銀
行
家
」
と
史
家
の
呼
称
す
る
、
．
か
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行

T
h
e
B
a
n
k
 of 
E
n
g
l
a
n
d
 

の
創
設
を
契
機
と
し
て
、
国
債
の
精
華
で
あ
る
永
遠
公
債

perpetual
d
e
b
t
が
現
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
政
府
は
、
同
銀
行
に
資
本

金
百
二
十
万
ポ
ン
ド
と
同
額
の
銀
行
券
発
行
の
特
権
を
認
可
し
、

進
ん
で
一
六
九
四
年
に
は
、

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
代
償
と
し
て
年
八
彩
の
利
率
で
資
金
の
借
入
れ
を
行
っ
た
が
、

そ
の
債
務
の
償
還
は
国
家
の
任
意
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
様
に
し
て
形
成
さ
れ
た
永
遠
公
債
は
、

一
七
一
四
年
以
降
に
於
て
、

こ
れ
ま
で
の
有
期
公
債
と
比

(

5

)

＇ 

こ
れ
に
よ
る
起
債
が
主
た
る
形
態
と
な
っ
た
。
か
く
て
、

日
1

号
ipation
of the 
r
e
v
e
n
u
e
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謳
纏
（
築
田
）

(VI) 
1714

年
に

お
け

る
国

債
の

構
成

と
保

有
形

態

（
単
位
ポ
ン
ド
）

確
定

公
債

II 
流

動
公

債

＝
特

権
会

負
社債

15,752,996 
国

庫
証

券
4,678,348 

に
対

す
る

海
軍

手
形

95,021 

そ
の

•
他

12,067,325 
租

税
先

取
借

入
金

3,581,770 

計
127'820'32111 

計
J

 s,355,139 

総
額

36, 175,.460 

注
長

谷
田

泰
三

、
前

掲
書

3
8
-
9
頁
。

Hargreaves, op. 
cit., 

p. 
20 &

 fn. 

（
圃

）
七

年
戦

争
お

よ
び

ア
メ

リ
カ

独
立

戦
争

期
に

お
け

る

国
慨

の
構

成
（
単
位
ポ
ン
ド
）

斎
迫

~I
確
定
公
債

1流
動
公
債

I
計

1757 
76,751,255 

1,065,927 
77,817,182 

1763 
128,564,808 

3,555,856 
132,120,664 

1765 
128,305,032 

2,966,536 
131,271,558 

1776 
125,113,255 

5,337,751 
130,451,006 

1781 
176, f13, 255 

11,643,026 
187,756,281 

l:784 
227,240,597 

13,685,311 
240,925,908 

注
Hargreaves, ibid., 

pp. 
72 

&
 291. の

表
よ
り
抜
幸
。

(Vll) 
1727

年
お

よ
び
48

年
に

お
け

る
国

債
の

構
成

と
保

有
形

態

臣
K

（
単

位
ポ

ン
ド

）

確
定

公
債

イ
ン

グ
ラ

ン
ド I

I
 

I
 

I
 

I
 

流
動

公
債

総
計

銀
行
債

に
対

す
る

東
印
度
会
社
債
に
南
海
会
社
負

に
Civil 

List
債

永
遠

年
金

公
債

計
負

対
す

る
負

対
す

る
債

1727 
9,375,027 

3,200,000 
33,802,203 

46,377,230 
1,204,299 

47,581,529 

1748 
11,686,000 

4,200,000 
27,302,20~ 

1,000,000 
25,609,701 

69,797,904 
6,650,905 

75,448,809 

注
Hargreaves, ibid., 

p. 
53 

&
 p. 

293. 
table 

C
の

表
よ

り
作

成
。

な
お
1729

年
の

数
字

は
ポ

ン
ド

以
下

を
切

捨
て

た
た

め
原

表
の

総
計

と
若

千
異

つ
て

い
る

。
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ご
と
に
上
昇
し
〔
表
（
珊
）
〕
、

併
し
な
が
ら
、

発
言
権
も
弱
化
の
一
途
を
辿
る
の
で
あ
る
が
、

の
み
な
ら
ず
、

四
七

一
六
七
二
年
の
国
庫
支
払
停
止
圧
e
shutting 
of 
the 

(

7

)

 

と
一
七
―
一
年
の
南
海
会
社

T
h
e
South Sea Company
の
設
立
の
際
に
も
採
ら
れ
た
。
ス
ペ
イ
ン
継
承
戦
争
中
増
加
し
た
約
三

千
六
百
万
ポ
ン
ド
の
国
債
の
う
ち
殆
ん
ど
半
分
は
こ
れ
ら
三
特
権
会
社
か
ら
借
入
れ
た
も
の
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。
表
(
V
I
)

の

一
七
一
四
年
に
於
け
る
確
定
公
債
の
国
債
全
体
に
占
め
る
割
合
は
約
七
七
％
、
そ
し
て
三
特
権
会
社
の
確
定

公
債
保
有
率
は
約
五
七

96強
と
極
め
て
大
な
る
比
重
を
し
め
て
い
る
。
爾
来
、
確
定
公
債
の
絶
対
的
・
相
対
的
比
率
は
、
戦
争
の
た
び

こ
れ
が
十
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
国
債
史
の
―
つ
の
大
き
な
特
徴
と
な
る
の
で
あ
る
。

一
七
二

0
年
の
金
融
危
機
の
勃
発
は
、
か
か
る
特
権
会
社
か
ら
の
借
入
方
策
に
不
信
の
念
を
生
ぜ
し
め
た
。
政
府
は

い
ま
や
特
権
会
社
の
介
在
な
し
に
一
般
大
衆
か
ら
直
接
公
債
を
募
集
す
る
政
策
に
切
り
換
え
た
。
か
く
し
て
オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
継
承
戦
争

(

9

)

 

中
、
こ
の
新
し
い
借
入
政
策
は
著
し
く
拡
張
さ
れ
、
他
方
、
祖
先
の
慣
習
を
遵
守
し
安
全
の
た
め
に
多
額
の
遊
休
貨
幣
を
保
蔵
し
て
い

(

1

0

)

 

た
民
衆
、
と
り
わ
け
土
地
所
有
者
、
商
人
お
よ
び
そ
の
他
の
富
裕
な
人
々
は
、
市
場
性
を
増
し
つ
つ
あ
っ
た
公
債
に
投
資
す
る
慣
習
を

(

1

1

)

 

学
ぶ
に
至
っ
た
。
そ
の
結
果
、
三
特
権
会
社
の
国
債
保
有
率
は
同
一
の
割
合
で
増
加
す
る
こ
と
を
止
め
、
彼
ら
の
国
債
操
作
に
関
す
る

こ
れ
に
対
し
て
彼
ら
の
容
隊
か
ら
解
放
さ
れ
た
政
府
の
信
用
は
、
償
還
や
借
換
あ
る
い

は
雑
多
な
公
債
の
整
理
等
々
、
さ
ま
ざ
ま
な
処
置
に
よ
っ
て
一
段
と
強
化
さ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
公
債
へ
の
投
資
は
ロ
ン
ド
ン
の
金
融
市
場

(

1

2

)

 

ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
そ
れ
か
ら
も
集
ま
っ
て
来
た
。
か
く
て
政
府
と
三
特
権
会
社
、
就
中
も
っ
と
も
重
要
な
地
位
を
し

め
て
い
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
銀
行
と
の
密
月
時
代
は
こ
こ
に
終
焉
を
告
げ
、
両
者
の
交
触
は
後
者
に
よ
る
前
者
の
短
期
資
金
の
調
達
と
云

(

1

3

)

 

う
域
に
止
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
ニ
世

C
百
r1
g
I
 

E
x
c
h
e
q
u
e
r
 

の
時
代
に
企
て
ら
れ
、

(．

14) 

に
よ
っ
て
頓
座
せ
し
め
ら
れ
た
直
接
公
募
の
方
策
は
そ
の
後
久
し
く
陽
の
目
を
み
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
が
、
し
か

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
公
債
論
（
戒
田
）

示
す
と
こ
ろ
に
依
れ
ば
、
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ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
公
債
論
（
戒
田
）

し
そ
の
間
、
政
府
は
い
た
ず
ら
に
手
を
供
い
て
居
た
の
で
は
な
い
。
と
云
う
の
は
、

と
し
て
、
引
き
続
き
一
六
九
三
年
に
発
行
さ
れ
た
終
身
年
金
公
債
、
そ
し
て
翌
年
の
富
簸
＾
七
債
等
の
発
行
条
件
は
、
政
府
の
財
政
収
入

(

1

5

)

 

上
殆
ん
ど
役
立
た
な
か
っ
た
程
応
募
者
に
と
っ
て
す
こ
ぶ
る
有
利
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
寧
ろ
公
衆
を
し
て
公
債
に
投
資
さ
せ
る
癖
を

つ
け
る
、
謂
わ
ば
餌
の
よ
う
な
役
割
を
果
し
て
居
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
政
府
の
信
用
は
不
安
定
で
あ
り
、
富
簸
公
債
を
除

(

1

6

)

 

け
ば
、
投
機
の
魅
力
に
乏
し
か
っ
た
が
故
に
、
・
応
募
額
は
常
に
必
要
額
に
達
し
な
か
っ
た
。
従
っ
て
こ
う
云
う
時
期
に
於
て
は
、
当
然

他
の
何
ら
か
の
方
法
が
勘
案
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
前
述
の
特
権
会
社
に
よ
る
借
入
方
法
で
あ
っ
た
。
事
実
、
彼
ら
は
政
府

に
対
し
当
時
と
し
て
は
比
較
的
低
い
利
率
で
資
金
を
貸
付
け
た
の
で
あ
る
。
而
し
、
間
も
な
く
そ
ら
れ
会
社
の
有
す
る
特
権
は
著
し
く

(

1

7

)

＇ 

伸
張
し
、
最
早
そ
れ
以
上
か
れ
ら
が
自
ら
の
利
権
を
有
利
に
拡
張
す
る
機
会
は
望
め
な
く
な
っ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
公
債
は
経
済
的
利

権
を
獲
得
す
る
為
の
た
ん
な
る
手
段
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
云
う
意
味
に
於
て
、

債
は
未
だ
前
近
代
的
な
装
い
か
ら
脱
け
切
ら
ず
、
こ
れ
に
代
っ
て
一
七
五

0
年
以
降
に
起
債
の
主
な
る
形
式
と
な
っ
た
永
遠
公
債
と
全

(

1

8

)

 

く
異
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
十
八
世
紀
の
半
ば
に
進
む
に
つ
れ
、
イ
ギ
リ
ス
の
公
債
は
漸
次
他
の
諸
国
の
公
債
に
は
見
出
し
難
か

(
1
9
)
 

っ
た
安
全
性
を
確
保
し
、
こ
こ
に
そ
れ
は
「
利
子
の
た
め
の
資
本
の
前
貸
と
云
う
新
し
く
設
定
さ
れ
た
形
式
に
吸
収
」
さ
れ
、

(

2

0

)

 

に
匹
敵
す
る
新
た
な
投
資
形
態
」
と
し
て
確
固
た
る
地
位
を
築
き
上
げ
た
の
で
あ
る
p

さ
て
吾
々
は
、
十
八
世
紀
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
国
債
が
世
紀
の
前
半
か
ら
漸
次
導
入
さ
れ
た
長
期
公
債
か
ら
成
り
、
国
債
の
性
格
も

変
化
を
と
げ
て
、
そ
し
て
こ
の
保
有
の
主
た
る
形
態
が
個
人
（
と
り
わ
け
富
裕
者
）
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
政
府

の
資
金
調
達
の
容
易
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
共
に
、
他
方
、
個
人
の
国
債
保
有
率
の
大
で
あ
る
こ
と
は
、
十
八
世
紀
に
お
け
る

逆
進
的
な
租
税
構
造
と
相
待
っ
て
、
所
得
分
配
の
劣
悪
化
を
促
進
さ
せ
る
大
き
な
要
因
と
な
る
。
か
く
て
吾
々
は
、
次
に
国
債
費
に
関
す

「
土
地

一
六
九
四
年
に
成
立
し
た
永
遠
公

一
六
九
二
年
の
ト
ン
テ
ィ
ン
式
年
金
公
債
を
端
緒

四
八
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る
問
題
に
移
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
そ
の
前
に
国
債
の
保
有
形
態
と
の
関
連
に
お
い
て
外
債
の
問
題
に
簡
説
し
て
置
こ
う
。

註

(

1

)

Bastable, 
C. 
F., 
Public Finance, 
3rd. 
ed., 
1903. 
p.631

、

'

，

(

2

)

例

え

ば

、

ハ

ー

グ

リ

ヴ

ズ

や

長

谷

田

泰

三

氏

の

そ

れ

。

'

(

3

)

 

H
a
r
g
r
e
a
v
e
s
,
 op. 
cit., 
p.2. 

(

4

)

一
六
九
三
ー
一
七
0
0年
の
間
十
％
の
年
金
を
受
領
、
そ
の
後
毎
年
七
万
ポ
ン
ド
を
応
募
額
に
比
例
し
て
公
債
保
有
者
(
n
o
m
i
n
e
e
)
,ll
配

分
、
但
し
公
債
保
有
者
の
う
ち
何
人
か
が
死
去
し
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
生
存
者
で
配
分
、
そ
し
て
そ
の
公
債
保
有
者
が
死
に
絶
え
た
時
初
め

て
こ
の
年
金
公
債
は
姿
を
消
す
o

|

|
＇
こ
の
様
な
仕
組
の
公
債
で
あ
る
が
、
応
募
者
千
二
人
、
応
募
額
十
万
八
千
百
ポ
ン
ド
、
そ
し
て
こ
の
公

債
の
最
終
保
有
者
は
一
七
八
三
年
に
死
亡
し
た
。
従
っ
て
償
還
期
間
は
大
凡
九
十
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
(
I
b
i
d
.
,
p.6 
&
 fn.) 

(5)Ibid•• 

p.9・ 

(
6
)
I
H
d
5
 p.16. 

(
7
)
 Ibid., 
p.10. こ
の
他
の
例
と
し
て
、
T
h
e
R
o
y
a
l
 E
x
c
h
a
n
h
e
 A
s
s
u
r
a
n
c
e
 C
o
m
p
a
n
y
と
T
h
e
L
o
n
d
o
n
 A
s
s
u
r
a
n
c
e
 C
o
m
p
a
n
y
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
(
I
b
i
d
.
,
p.)11. 
fn. 

(

8

)

 Clark, 0p.cit••P

• 

180. 

(

9

)

 H
a
r
g
r
e
a
v
e
s
 ̀o
p
.

込
s
p.11 
&
 53. 

(
1
0
)
 
A
s
h
t
o
n
,
 op. 
cit., 
p.198. 

(11) 
Clark, op. cit•• 

p. 
181. 

民
衆
が
習
得
し
た
と
こ
ろ
の
公
債
に
投
資
す
る
慣
習
は
、
十
八
世
紀
に
イ
ギ
リ
ス
を
風
靡
し
た
賭
博
熱
と
無
関
係
で
は
な
い
。
ア
ッ
ュ
ト
ン

に
よ
れ
ば
、
当
時
「
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
者
が
鋳
貨
の
裏
表
t
u
r
n
、
ダ
イ
ス
の
目
t
h
r
o
w
、
選
挙
の
帰
趨
、
名
士
の
逝
去
の
予
想
あ
る
い
は
胎
児

の
性
別
に
賭
を
し
た
。
教
会
で
も
賭
事
が
公
け
に
行
わ
れ
て
い
た
、
そ
し
て
少
く
と
も
或
る
時
に
は
下
院
の
議
席
で
賭
が
な
さ
れ
勝
負
が
決
め

ら
れ
た
。
」
こ
の
様
な
悪
癖
の
蔓
延
、
と
り
わ
け
勤
勉
な
貧
者
に
対
す
る
影
響
は
当
時
の
為
政
家
の
憂
慮
の
種
と
な
っ
た
が
、
皮
肉
に
を
こ
れ

を
一
層
煽
っ
た
の
が
政
府
そ
れ
自
体
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
一
六
九
四
年
か
ら
一
七
八
四
年
に
至
る
ま
で
の
間
、
政
府
は
少
く
と
も
四
十
二
以

上
の
富
簸
を
発
行
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
常
に
公
債
の
発
行
お
よ
び
そ
の
借
換
と
関
連
し
て
い
た
と
。
(
A
s
h
t
o
n
,
op. 
cit., 
p.24.) 

(12) H
a
r
g
r
e
a
v
e
s
,
 op: cit•• 

p. 器．

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
公
債
論
（
戒
田
）

四
九
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(13) 
Ibid., 
p
p
.
 
q
 &
 59
.
 

(
1
4
)
I
b
i
d
.
、
p.2.

(15)

（16)
ト
ソ
テ
ィ
ン
式
年
金
公
債
の
発
行
額
は
百
万
ポ
ン
ド
で
あ
っ
た
が
、
応
募
額
は
そ
の
約
ぷ
o
（お

108,100)
12. 
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
、

そ
の
差
額
を
う
め
る
た
め
、
更
に
好
条
件
ー
ー
士
百
ポ
ン
ド
の
公
債
保
有
者
す
べ
て
に
十
四
％
の
終
身
年
金
を
賦
与
ー
の
公
債
を
発
行
し
た
結

果
、
七
十
七
万
三
千
三
百
九
十
四
ポ
ン
ド
の
応
募
が
あ
っ
た
。
併
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
最
初
の
起
債
額
を
み
た
す
こ
と
が
で
き
な
か
つ

た
の
で
、
一
六
九
三
年
に
同
じ
条
件
の
終
身
年
金
公
債
を
募
集
し
た
。
而
か
も
こ
の
公
債
に
は
、
応
募
者
の
受
領
年
金
に
関
し
て
す
ぺ
て
の
租

税
を
免
除
す
る
と
云
う
特
権
が
添
加
さ
れ
て
い
た
。
更
に
一
六
九
四
年
に
発
行
さ
れ
た
富
簸
公
債
の
起
債
条
件
も
応
募
者
に
極
め
て
有
利
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
空
簸
の
保
有
者
は
各
持
札
(
+
ポ
ン
ド
簸
）
に
対
し
て
十
六
年
間
に
十
形
の
年
金
を
受
領
す
る
資
格
を
え
、
当
選
者
（
ニ

千
五
百
人
）
に
対
し
て
は
総
額
十
四
万
ポ
ン
ド
が
支
払
わ
れ
る
。
従
つ
て
当
選
者
一
人
当
り
の
平
均
利
得
は
五
十
六
ポ
ン
ド
と
い
う
高
利
率
で

あ
っ
た
。

(
I
b
笠
,
p
p
.
 8
.
 

fn 
&
 9.
)
 

(17) 
Ibid., 
p
p
.
 5
8
-
5
9
.
 

(18) 
Ibid., 
p. 
2
0
.
 

(19) 
B
a
s
t
a
b
l
e
,
 
op. 
cit., 
p
.
6
3
1
.
 

(20)
前
掲
『
W
・
コ
ー
ト
イ
ギ
リ
ス
近
代
経
済
史
』
邦
訳
、
九
八
頁
。

④

外

債

の

問

題

既
述
の
ご
と
く
、
多
額
の
国
債
を
消
化
す
る
た
め
に
民
衆
の
射
倖
心
に
乗
じ
た
富
簸
公
債
を
は
じ
め
と
し
て
各
種
の
年
金
公
債
が
利

用
さ
れ
た
が
、
国
債
の
す
べ
て
が
イ
ギ
リ
ス
国
民
に
よ
っ
て
保
有
さ
れ
て
い
た
訳
で
は
な
い
。
ア
シ
ュ
ト
ン
に
よ
れ
ば
、

「
イ
ギ
リ
ス

の
政
府
お
よ
び
貿
易
の
資
金
調
達
に
オ
ラ
ン
ダ
の
投
資
家
の
演
じ
た
役
割
は
誇
張
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
が
可
成
り
の
も
の
で
あ
っ

(

1

)

 

た
こ
と
は
疑
い
得
な
い
」
と
。

(

2

)

 

今
こ
こ
に
十
八
世
紀
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
の
イ
ギ
リ
ス
債
保
有
高
の
推
移
を
瞥
見
す
れ
ば
こ
う
で
あ
る
。
一
七
三
七
年
に
約
一
千
万

ボ
ン
ド
（
全
体
の
約
ニ
ニ
・
七
％
）
で
あ
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
の
イ
ギ
リ
ス
債
保
有
高
は
、

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
公
債
論
（
戒
田
）

オ
ー
ス
ト
リ
ヤ
継
承
戦
争
の
始
ま
っ
た
一
七
三
九

五
〇
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(lX) オランダの対英投資の推移

ジェームズ・ステュアートの公債論（戒田）

国内投資(%) 対英投資(96) ＇国外投資(%)1総国外投(ぶ%) 

1739ー 1740 86.4 12.5 1.1 13.6 

1749ー 1750 85.4 13.2 1.4 14.6 

1759ー 1760 80.7 17.4 1. 9 19.3 

1769-1770 72.4 17.6 10 27.6 

1779ー 1780 70.1 19.2 10.7 29.9 

1789-1790 67.1 12.7 20.2 32.9 

1799ー 1800 73.4 8.8 17.9 26.6 

1)イギリスを除く他の諸国への投資比率を示す。

注 Carter,Alice., Datcb, Foreign Investment, 1738-1800. 

(Economica, November. 1953. pp. 332ー 340.)の329頁

第Il表から抽出。

年
に
は
千
四
百
万
ボ
ン
ド
（
三
二
％
）
に
増
加
し
た
。
一
七
六
二
年
に
は
、

(

3

)

 

ち
約
％
が
オ
ラ
ン
ダ
人
に
よ
っ
て
保
有
さ
れ
て
い
た
。
更
に
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
中
、
二
億
一
千
百
万
ボ
ン
ド
に
増
加
し
た
イ
ギ
リ
ス

債
の
う
ち
、
二
千
七
百
万
内
至
三
千
万
ボ
ン
ド
が
オ
ラ
ン
ダ
人
の
掌
中
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

オ
ラ
ン
ダ
の
イ
ギ

リ
ス
債
保
有
高
は
こ
の
期
を
境
と
し
て
世
紀
未
ま
で
減
少
の
傾
向
を

辿
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
〔
表
(
I
X
)

〕。

外
国
、
と
り
わ
け
オ
ラ
ン
ダ
の
対
英
投
資
ー
ー
ー
そ
の
主
た
る
形
態

の
産
業
発
展
に
ど
れ
程
の
貢
献
を
な
し
た
か
は
別
と
し
て
、
こ
の
よ

(

4

)

 

う
な
多
額
の
外
債
の
在
存
は
、
一
方
で
は
イ
ギ
リ
ス
の
公
信
用
の
確

(

5

)

 

立
し
て
居
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
他
方
で
は
公
債
の
利

(

6

)

 

払
い
を
通
し
て
外
国
へ
の
貢
納
と

の
問
題
は
十
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
公
債
論
争
の
主
要
な
論
点
の
一
っ
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

五

註

(
1
)
A
s
h
t
o
n
,
 op. 
cit., 
p
.
1
9
3
・
 

(
2
)
 Carter, 
op. cit•• 

p
p
.
 3

3
1
 |
 33
9
.
 

(
3
)

一
億
三
千
百
万
ポ
ン
ド
と
い
う
数
字
は
、
八
千
九
百
万
ポ
ン
ド

の
国
債
と
三
千
二
百
万
ポ
ン
ド
の
S
o
u
t
h
S
e
a
 A
n
n
u
i
t
i
e
s
 stock 

ー
ム
）
と
い
う
政
治
的
経
済
的
危
惧
を
生
ぜ
し
め
た
。

か
く
て
、

「
外
国
権
力
へ
の
隷
従
」

こ

（ヒュ

が
イ
ギ
リ
ス
公
債
で
あ
。
た
ー
が
十
八
世
紀
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス

一
億
二
千
百
万
ポ
ン
ド
に
上
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
債
務
の
う
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ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
公
債
論
（
戒
田
）

と
E
a
s
t
I
n
d
i
a
 s
t
o
c
k
と
か
ら
成
り
、
そ
し
て
シ
ン
ク
＞
ア

Sir
J
o
h
n
 Sinclair 
11
よ
れ
ば
、
前
者
の
う
ち
千
五
百
万
ポ
ン
ド
が
外
債
で
あ

り
、
オ
ラ
ン
ダ
の
保
有
高
は
千
二
百
五
十
万
ポ
ン
ド
で
あ
っ
た
と
。

(Cater,
ibid., 
p
p
.
 3
3
2
 |
 3

3

3

)

・

 

(

4

)

カ
ー
タ
ー
は
、
オ
ラ
ン
ダ
と
イ
ギ
リ
ス
の
資
料
か
ら
、
十
八
世
紀
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
の
対
英
投
資
が
、
通
説
の
よ
う
に
そ
れ
程
多
く
は
な

か
っ
た
と
云
う
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ギ
リ
ス
債
の
外
国
保
有
嘉
の
大
き
か
っ
た
こ
と
に
は
変
り

が
な
い
。

(

5

)

「
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
決
し
て
債
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
ま
た
一
度
た
り
と
も
恣
意
的
な
権
力
行
為
に
よ
っ
て
利
子
率

を
引
下
げ
た
こ
と
も
な
か
っ
た
。
一
七
一
五
年
か
ら
一
七
七

0
年
に
い
た
る
間
、
他
方
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
債
権
者
に
対
す
る
攻
撃
を
五

度
も
示
し
た
。
す
な
わ
ち
元
金
が
削
減
さ
れ
た
こ
と
を
あ
れ
ば
、
ま
た
利
子
率
の
引
下
げ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
ョ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
混
乱

期
に
投
資
を
探
し
求
め
る
資
金
は
自
然
イ
ギ
リ
ス
に
渡
来
し
、
一
方
平
和
の
回
復
に
し
た
が
つ
て
そ
れ
ら
資
本
は
引
揚
げ
ら
れ
る
傾
向
が
あ
っ

た
。
」

(
H
a
r
g
r
e
a
v
e
s
,
op. 
cit, 
p.86.) 

(
6
)
 T
h
e
 P
r
e
s
e
u
t
 S
t
a
t
e
 
of 
t
h
e
 N
a
t
i
o
n
 |
—
_
そ
の
一
部
は
G
e
o
r
g
e
Grenville
の
筆
に
よ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
ー
ー
ー
の
著
書
は
、
一
七
六

八
年
に
イ
ギ
リ
ス
債
保
有
の
外
国
人
の
受
け
と
っ
た
利
子
は
百
五
十
六
万
ポ
ン
ド
と
算
定
し
て
居
る
が
、
し
か
じ
な
が
ら
、
カ
ー
タ
ー
に
よ
れ

ば
、
「
こ
の
数
字
は
余
り
に
多
す
ぎ
る
」
と
。
（
C
月
ter,
op. 
cit., 
p
.
3
3
4
.
)
 

五




